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ものづくり補助金（グローバル枠）（海外市場開拓 

（輸出）に関する事業）にかかる申請支援について 

 

信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫（以下「信金中金」という。）では、    

「令和４年度 JAPAN ブランド育成支援等事業費補助金」の支援パートナーに選定され、

信用金庫お取引先向けに海外展開にかかる補助金申請支援に取り組んでまいりました。 

令和５年度には、JAPANブランド育成支援等事業費補助金から統合された、「ものづく

り補助金グローバル市場開拓枠海外市場開拓（JAPAN ブランド）類型」についても、   

信金中金が経営革新等支援機関の認定を受け、申請支援を実施してきたところです。 

今般、ものづくり補助金の第 19次公募が開始されたことを踏まえ、同補助金（グロー

バル枠）（海外市場開拓（輸出）に関する事業）（以下「本補助金」という。）の申請支援

を実施することといたしました。 

つきましては、本補助金を貴社の海外展開にお役立ていただくとともに、申請におい

ては、信金中金の支援スキームのご利用をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

 

１．本補助金の概要 

(1) 概要 

ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変

更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新サービス開発や海外需要開拓を

行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助するものです。 

グローバル枠は、海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・

システム投資等を支援するもので、このうち「海外市場開拓（輸出）に関する事業」

は、例えば、海外展開を目的とし、製品・サービスの開発・改良、ブランディングや

新規販路開拓等に取り組む事業をいい、海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・   販

売促進費も補助対象となります。 

おって、詳細は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領」

（https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html）をご覧ください。 

(2) 補助金額等 

イ．補助金額 

100～3,000万円 

ロ．補助率 

1/2（小規模事業者は 2/3） 

ハ．補助対象経費 

機械装置・システム構築費（必須）、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウ

ドサービス利用費、現差材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費、通訳・

翻訳費、広告宣伝・販売促進費 

信用金庫取引先限 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む 

 

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m010-m010_01/boshuyoko.pdf
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m010-m010_01/boshuyoko.pdf

